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　藩政改革における山田方谷の政治思想―儒教思想の受容と止揚を中心に―（高）
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は
じ
め
に

　

方
谷
の
門
人
川
田
甕
江
（
一
八
三
〇
―
一
八
九
六
）
は
方
谷
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
（
中
江
）
藤
樹
道
徳
あ
り
て
功
業
な
し
。（
熊
沢
）
蕃
山
功
に
豊

に
し
て
文
に
吝
な
り
。（
佐
藤
）
一
斎
文
を
能
く
し
て
、
而
し
て

徳
と
功
と
は
及
ば
ず
。
先
生
（
方
谷
）
三
子
に
於
て
長
を
取
り
短

を
補
ひ
別
に
一
家
を
な
す
。
豈
に
曠
世
の
偉
器
な
ら
ず
や（

１
）。

　

川
田
が
言
う
方
谷
の
「
道
徳
」「
文
」「
功
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
至

誠
惻
怛
」
あ
る
い
は
誠
意
を
以
て
行
動
す
る
こ
と
、「
養
気
学
」、
備
中

松
山
藩
の
財
政
改
革
を
指
し
て
い
た
。
こ
の
「
道
徳
」「
文
」「
功
」
の

関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
此
大
学
は
、
治
国
平
天
下
を
大
主
意
と
し
、

藩
政
改
革
に
お
け
る
山
田
方
谷
の
政
治
思
想

―
儒
教
思
想
の
受
容
と
止
揚
を
中
心
に

―

高
　
　
　
　
　
偉
　
　
高

誠
意
を
其
根
本
と
せ
る
も
の
な
れ
ば
、
誠
意
に
傾
き
て
治
国
平
天
下
を

疏
に
す
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず（

２
）」
と
、「
力
ヲ
直
養
（
気
を
養
う
。
筆

者
註
）
ニ
用
フ
ル
能
ハ
ザ
レ
バ
、（
中
略
）
其
ノ
善
悪
吉
凶
ノ
治
乱
存

亡
ノ
機
ニ
於
テ
何
ノ
裨
益
カ
之
レ
ア
ラ
ン（

３
）」と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

彼
の
「
道
徳
」（
＝
「
誠
意
本
位
」
思
想
）
と
「
文
」（
＝
養
気
学
）
は
、

実
は「
功
」（
＝
治
国
平
天
下
）に
貫
か
れ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
功
」

（
＝
治
国
平
天
下
）
は
「
誠
意
本
位
」
思
想
と
養
気
学
の
最
終
的
な
指

向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
方
谷
思
想
の
全
体
に
お
い
て
、
そ

の
「
功
」
を
支
え
て
い
る
政
治
思
想
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

　

さ
て
川
田
の
評
価
に
つ
い
て
、「
推
奨
過
当
固
よ
り
論
を
待
た
ず
」

と
井
上
哲
次
郎
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
を
失
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の

川
田
の
言
葉
は
、
他
の
日
本
陽
明
学
者
と
異
な
っ
た
方
谷
の
思
想
の
特
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う
。
こ
こ
か
ら
み
る
と
、
方
谷
の
思
想
特
に
政
治
思
想
を
研
究
す
る
価

値
は
十
分
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ま
た
、江
戸
時
代
の
中
期
以
降
の
政
治
思
想
の
主
流
を
な
し
た
の
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
朱
子
に
お
け
る
こ
の
個
人
の
学
＝
道
理
の
学
の
成

就
が
直
ち
に
天
下
の
太
平
に
通
ず
る
と
い
う
道
徳
と
政
治
と
の
一
致
を

否
認
し
、
先
王
の
道
の
本
質
を
何
よ
り
も
治
国
平
天
と
措
定
す
る
徂
徠

学
と
、
そ
の
公
的
な
側
面
を
継
承
し
た
太
宰
春
台
（
一
六
八
〇
―

一
七
四
七
）
を
代
表
者
と
す
る
経
学
派
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
天
下

を
安
ず
る
た
め
に
道
徳
を
手
段
化
し
よ
う
す
る
思
想
史
的
「
流
れ
」
に

抵
抗
し
、方
谷
は
誠
意
を
以
て
国
家
を
治
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、

ま
た
そ
の
思
想
を
具
体
的
な
藩
政
改
革
に
生
か
し
成
功
し
た
の
は
何
故

で
あ
る
か
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来

る
の
か
。こ
れ
ら
の
疑
問
は
筆
者
の
興
味
を
強
く
引
か
ざ
る
を
え
な
い
。

　

方
谷
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
多
少
の
差
異

が
あ
っ
て
も
、
方
谷
の
政
治
論
と
さ
れ
る
『
擬
対
策
』
と
経
済
論
と
呼

ば
れ
る
『
理
財
論
』
と
、
備
中
松
山
藩
藩
政
改
革
に
お
け
る
彼
の
実
行

し
た
具
体
的
な
七
大
政
策
と
、
誠
意
を
重
ん
じ
る
彼
の
陽
明
学
思
想
と

を
結
び
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
そ
の
中
の
一
つ
か
二
つ
を
中
心
に
し
て
、

研
究
を
行
う
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
樋
口
公

啓
『
山
田
方
谷
の
思
想
と
藩
政
改
革
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
七
）、

山
田
琢
『
山
田
方
谷
（
シ
リ
ー
ズ
陽
明
学
）』（
明
徳
出
版
社
、

二
〇
〇
一
）、
野
島
透
『
山
田
方
谷
に
学
ぶ
改
革
成
功
の
鍵
』（
明
徳
出

版
社
、
二
〇
一
七
）
な
ど
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、
す
で
に
樋
口
公
啓

が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、（
１
）
方
谷
流
の
陽
明
学
に
裏
付
け
ら
れ

色
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
と
も
に
、
実
は
陽
明
学
が
普
遍
思
想
と
し

て
の
性
格
を
備
え
な
が
ら
も
日
本
に
生
活
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
学
者

た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
完
全
に
理
解
し
受
容
す
る
こ
と
は
極
め
て

困
難
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
も
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
日
本
で
は
じ
め
て
陽
明
学
を
唱
え
た
中
江
藤
樹
（
一
六
〇
八
―

一
六
四
八
）
の
『
翁
問
答
』
と
、
藤
樹
の
事
功
面
を
継
承
し
た
熊
沢
蕃

山
（
一
六
一
九
―
一
六
九
一
）
の
『
集
義
和
書
』
や
『
集
義
外
書
』
な

ど
が
、
当
時
に
広
く
愛
読
さ
れ
て
社
会
に
流
布
し
た
こ
と
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
人
々
に
あ
る
程
度
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い

え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藤
樹
が
大
洲
藩
士
の
身
分
を
自
ら
放

棄
し
、牢
人
と
な
っ
て
近
江
の
郷
里
で
学
問
に
専
心
す
る
生
活
を
選
び
、

さ
ら
に
藤
樹
の
思
想
的
立
場
を
継
承
し
た
蕃
山
が
、
一
時
的
に
岡
山
藩

で
重
く
用
い
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
地
位
を
退
き
、
後
に
は
幕
府
の
忌

諱
に
ふ
れ
て
幽
囚
の
中
に
生
涯
を
終
え
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
が
示
す

通
り
、
儒
教
の
理
念
を
貫
い
て
現
実
社
会
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
に
は
大

き
な
困
難
が
あ
っ
た
。
陽
明
学
者
で
は
な
い
が
、
将
軍
家
宣
の
信
任
を

得
て
幕
府
政
治
に
参
与
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
新
井
白
石
の
場
合
も

変
わ
り
は
な
い
。
晩
年
に
は
、
新
井
が
失
意
の
境
遇
に
お
か
れ
、「
す

べ
て
叔
世
に
至
り
候
て
、
ま
こ
と
し
き
道
は
行
は
れ
ぬ
勢
に
候
、
そ
れ

を
行
ひ
候
は
ん
と
し
候
は
、
腐
儒
に
あ
ら
ず
ば
、
愚
庸
の
人
た
る
べ
く

候
」
と
い
う
諦
め
の
気
持
ち
を
漏
洩
し
て
い
る（

４
）。
こ
れ
ら
の
学
者
の
境

遇
に
く
ら
べ
る
と
、「
至
誠
惻
怛
」
あ
る
い
は
誠
意
を
以
て
行
動
し
備

中
松
山
藩
の
財
政
を
見
事
に
立
て
直
し
、
そ
し
て
当
時
幕
府
の
老
中
た

る
板
倉
勝
静
の
顧
問
を
勤
め
た
方
谷
は
特
異
な
存
在
と
い
え
る
で
あ
ろ
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ル
ニ
ア
リ
ト
シ
、
一
藩
財
政
ノ
興
復
モ
、
此
ノ
大
主
意
ノ
達
成
ヲ
目
的

ト
セ
リ（

８
）」
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、

方
谷
の
思
想
に
は
、
確
か
に
「
万
物
一
体
の
仁
」
と
か
、「
民
本
主
義
」

と
か
、「
王
道
主
義
」
と
か
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
財

政
改
革
に
生
か
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
儒

教
的
民
本
主
義
と
表
裏
を
な
す
「
仁
政
」
観
念
は
武
士
層
の
通
念
か
ら

は
明
ら
か
に
距
離
が
あ
り
、
儒
教
の
「
仁
政
」
観
は
武
士
達
の
耳
に
は

ひ
ど
く
迂
遠
に
も
響
い
た
と
い
う
通
説（

９
）と
、
武
士
で
あ
る
方
谷
の
「
王

道
主
義
」
を
重
要
視
す
る
考
え
方
と
の
矛
盾
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
で

あ
る
か
。
そ
の
問
題
を
究
明
し
な
い
と
、
も
う
一
つ
の
問
題

―
方
谷

は
如
何
に
、
中
国
の
家
産
官
僚
制
社
会
に
対
応
す
る
こ
れ
ら
の
儒
学
思

想
の
「
王
道
主
義
」
な
ど
を
、
家
産
官
僚
制
が
な
く
西
欧
中
世
の
典
型

的
な
封
建
制
と
の
類
似
の
形
態
を
取
っ
た
幕
藩
の
財
政
改
革
に
生
か
し

て
い
た
か
と
い
う
問
題

―
も
、
解
明
で
き
な
い
と
い
え
る
。（
４
）

は
方
谷
が
実
施
し
た
政
策
が
正
し
い
た
め
方
谷
の
個
人
の
能
力
を
高
く

評
価
し
た
。
方
谷
の
優
れ
た
能
力
が
改
革
の
成
功
に
と
っ
て
不
可
欠
で

あ
る
と
筆
者
も
認
め
る
。
し
か
し
、
個
人
の
能
力
が
素
晴
ら
し
い
だ
け

で
、
政
策
の
正
し
さ
を
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
政
策

は
方
谷
独
自
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
方
谷
が
生
き
て
い
た
社
会
的
歴
史

的
背
景
か
ら
切
り
離
し
て
主
に
方
谷
自
身
と
、
方
谷
の
実
施
し
た
財
政

政
策
そ
の
も
の
と
を
焦
点
に
据
え
て
分
析
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
方
谷

の
藩
政
の
成
功
の
根
拠
に
、
彼
の
性
格
や
、
能
力
な
ど
が
作
用
し
て
い

る
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
成
功
の
原
因
を
性
格
論
あ
る
い
は
能
力
論
の

た
誠
意
中
心
主
義
と
、（
２
）
孟
子
の
民
本
思
想
に
も
つ
な
が
る
陽
明

学
の
「
万
物
一
体
の
仁
」、「
至
誠
惻
怛
」、「
惻
隠
」
の
思
想
と
、（
３
）

常
に
「
利
」
よ
り
も
「
義
」
を
優
先
さ
せ
る
基
本
に
忠
実
な
王
道
主
義

と
、（
４
）
一
方
で
上
記
の
精
神
性
を
支
え
る
客
観
的
な
現
状
認
識
力
、

洞
察
力
の
存
在
（
徂
徠
的
な
日
本
儒
学
思
想
の
伝
統
）
と
い
う
四
つ
の

部
分
こ
そ
が
方
谷
の
改
革
を
成
功
に
導
く
鍵
と
な
っ
た（

５
）。
こ
の
結
論
は

確
か
に
あ
る
程
度
方
谷
の
政
治
思
想
の
核
心
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
し
か
し
い
く
つ
か
の
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
え

な
い
。

　

た
と
え
ば
、（
１
）
に
つ
い
て
、
実
は
「
敬
」
を
重
視
す
る
中
国
の

儒
学
に
比
べ
て
、「
誠
」
を
重
ん
じ
る
の
は
日
本
の
陽
明
学
や
朱
子
学

な
ど
を
含
め
た
江
戸
時
代
の
日
本
儒
学
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る（

６
）。「
方

谷
流
」
の
「
誠
意
中
心
主
義
」
は
他
の
儒
学
者
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
本

当
に
特
別
な
の
で
あ
る
か
。
ま
た
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
負
債
を

整
理
す
る
時
、「
大
信
ヲ
守
ラ
ン
ト
欲
セ
バ
、小
信
ヲ
守
ル
ニ
遑
ナ
シ
ト
」

と
言
っ
て
、
そ
れ
ま
で
隠
し
て
い
た
藩
財
政
の
実
状
を
貸
し
手
で
あ
る

銀
主
（
大
坂
商
人
）
た
ち
の
前
に
公
開
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ

れ
は
若
い
日
に
商
人
と
の
取
引
を
体
験
し
た
方
谷
の
言
う
「
信
」
あ
る

い
は
「
誠
意
」
は
本
当
に
陽
明
学
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
。
当
時
十
分

に
発
達
し
た
市
場
経
済
を
基
礎
と
し
形
成
さ
れ
た
市
場
道
徳
に
重
視
さ

れ
た
「
正
直（

７
）」
と
い
う
徳
目
と
無
関
係
な
の
で
あ
る
か
。
こ
こ
に
日
本

社
会
の
固
有
の
生
活
意
識
を
反
映
す
る
思
想
と
、
儒
学
の
影
響
と
は
あ

ま
り
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
。（
２
）
と
（
３
）
と
は

た
ぶ
ん
「
先
生
ハ
藩
国
ノ
天
職
ヲ
以
て
藩
士
、
農
民
、
市
人
ヲ
撫
育
ス
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思
想
と
比
較
し
な
が
ら
再
検
討
し
て
み
た
い
。
つ
ま
り
方
谷
の
政
治
思

想
を
彼
の
歴
史
的
内
面
性
に
即
し
て
把
握
し
た
い
と
思
う
。
具
体
的
に

言
え
ば
、
本
稿
は
国
家
盛
衰
治
乱
論
、
武
士
職
分
論
、
至
誠
奉
公
論
、

下
民
撫
育
論
と
い
う
四
つ
の
側
面
か
ら
方
谷
の
政
治
思
想
の
実
態
の
究

明
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

一　

国
家
盛
衰
治
乱
論

　
「
治
国
平
天
下
」
の
道
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
は
、
治
国
平

天
下
に
強
い
関
心
を
示
し
た
方
谷
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
答
え
る
べ
き
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

天
下
之
生
久
矣
。
一
治
一
乱
。
與
夫
陰
陽
循
環
消
長
相
蘯
者
。

皆
古
今
之
定
理
。
万
世
之
常
道
也
。
故
聖
人
於
易
。
発
明
此
理
。

無
所
不
示
戒
懼
。（
中
略
）
衰
乱
之
兆
必
成
於
盛
治
之
日
之
理
。

可
謂
発
揮
著
明
也
。（
中
略
）
唯
君
子
能
識
之
於
機
微
。
故
猛
省

勇
断
。
変
而
能
通
矣
。（
中
略
）所
以
危
者
使
平
易
者
使
傾
之
意
。

而
明
夫
治
乱
盛
衰
之
理
。
憂
患
後
世
者
。
莫
深
焉）

（（
（

。

　

今
也
当
昇
平
交
泰
之
世
。（
中
略
）方
今
之
時
。
殆
成
其
兆
者
。

其
唯
天
下
士
風
之
衰
替
乎
。（
中
略
）今
也
以
臣
観
之
。風
俗
之
衰
。

極
于
今
日
。
而
不
可
為
之
患
。
莫
甚
焉）

（1
（

。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
ま
ず
「
陰
陽
」
と
、「
常
道
」
＝
道
と
、「
易
」
＝

『
易
経
』
と
い
う
三
つ
の
概
念
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
易
」

み
に
片
付
け
た
と
し
た
ら
、
研
究
者
は
お
そ
ら
く
非
歴
史
的
な
見
解
に

行
き
つ
く
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
樋
口
が
「
む
し
ろ
、
方
谷
の

改
革
は
そ
の
人
格
的
感
化
力
も
あ
っ
て
領
内
に
広
く
成
功
し
た（
中
略
）

方
谷
の
改
革
は
、
あ
く
ま
で
備
中
松
山
の
地
に
合
っ
て
幕
藩
体
制
の
当

然
な
が
ら
地
域
限
定
の
改
革
で
あ
り
、
そ
の
限
り
の
成
功
で
あ
っ
た）

（1
（

」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
方
谷
の
財
政
改
革
の
成
功
の
社
会
的
歴
史
的

な
要
因
と
普
遍
的
な
意
義
は
樋
口
に
見
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
根

本
に
遡
れ
ば
、
方
谷
の
政
治
思
想
を
生
み
出
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
彼
が
活
躍
し
て
い
た
社
会
的
歴
史
的
情
勢

―
十
八
世
紀
の
半
ば

頃
を
境
に
し
て
商
品
経
済
が
浸
透
し
町
人
が
市
場
経
済
の
主
導
権
を

握
っ
た
こ
と
に
と
も
な
い
幕
府
諸
藩
の
財
政
難
と
い
う
内
憂
と
、
ペ

リ
ー
の
黒
船
来
航
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
諸
国
が
日
本
に
侵
入
す
る
と

い
う
外
患

―
で
あ
る
。
こ
の
社
会
的
歴
史
的
背
景
か
ら
切
り
離
し
て

方
谷
の
思
想
を
研
究
す
る
の
は
妥
当
と
は
言
え
な
い
。
事
実
、
儒
学
者

と
し
て
の
方
谷
の
政
治
思
想
は
ま
さ
に
こ
の
内
憂
外
患
と
い
う
現
実
を

念
頭
に
置
き
な
が
ら
幕
府
諸
藩
の
財
政
改
革
論
あ
る
い
は
内
政
論
と
、

欧
米
列
強
対
応
論
と
二
つ
の
部
分
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後

者
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
本
稿
は
前
者
を
中
心
と
し
て
考
察
を
進
め

て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
思
想
史
と
中
日
儒

学
比
較
の
視
点
か
ら
、
備
中
松
山
藩
の
財
政
改
革
に
お
け
る
方
谷
の
政

治
思
想
を
、
そ
の
思
想
を
生
み
出
し
た
当
時
の
思
想
史
的
背
景
と
社
会

的
歴
史
条
件
と
結
び
合
わ
せ
た
上
で
、
中
国
特
有
な
家
族
制
度
や
社
会

制
度
な
ど
を
基
礎
と
し
仁
政
や
王
道
主
義
な
ど
を
含
め
た
中
国
の
儒
学
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し
か
し
、
道
の
原
理
と
内
容
に
お
い
て
は
、
方
谷
と
朱
子
と
の
間
に

異
な
る
、
あ
る
い
は
異
質
的
な
こ
と
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
や
は
り

無
視
で
き
な
い
。

　

例
え
ば
、
道
の
内
容
に
つ
い
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
朱
子
学
に
お
い

て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
倫
理
学
、
も
し
く
は
人
間
学
の
部
分
で
あ

る
。
理
と
気
か
ら
な
る
理
気
論
＝
宇
宙
論
＝
存
在
論
は
要
す
る
に
そ
の

基
礎
づ
け
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
朱
子
学
が
い
う
道
は
、「
性
は
即
ち

理
也
」（
大
学
首
章
、
朱
註
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
至
善
＝
理
＝
道

を
人
間
性
の
本
質
と
す
る
人
倫
の
学
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
朱
子
学
に
お

け
る
道
の
内
容
は
本
質
的
に
は
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
と
い
う
封
建
的

道
徳
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
道
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
個
人
的
な

修
養
―
主
観
的
方
法
と
し
て
の
『
存
心
持
敬
』『
守
静
居
敬
』、
客
観
的

方
法
と
し
て
の
『
致
知
格
物
』
―
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
方
谷
が
言
う
道
は
、「
天
下
之
生
久
矣
。
一
治
一
乱
。
与
夫

陰
陽
循
環
消
長
相
蘯
者
。
皆
古
今
之
定
理
。
万
世
之
常
道
也
」
に
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
道
徳
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
陰
」
と
「
陽
」
と
が
循

環
す
る
よ
う
に
、
国
家
の
治
と
乱
が
交
替
す
る
、
政
治
的
な
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
方
谷
は
、
国
家
の
統
治
者
＝
武
士
層
は
こ

の
「
常
道
」
に
「
戒
懼
」
し
、
ま
た
「
盛
治
之
日
」
に
お
け
る
「
衰
乱

之
兆
」
を
見
つ
け
て
、
さ
ら
に
こ
の
「
衰
乱
之
兆
」
を
克
服
し
国
家
の

「
治
」
の
状
態
を
続
け
る
べ
き
で
あ
る
と
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
武
士
か
つ
儒
学
者
と
し
て
の
方
谷
は
、
倫
理
学
に
重
き
を

置
く
朱
子
学
の
形
而
上
学
的
基
礎
た
る
『
易
経
』
に
「
道
」
を
根
拠
づ

け
、「
陰
」
と
「
陽
」
と
が
循
環
し
た
よ
う
に
国
家
の
治
と
乱
が
交
替

あ
る
い
は
『
易
経
』
と
は
中
国
周
代
の
占
い
の
書
で
あ
り
、
陽
を
印

、
陰
を

印
で
示
し
、
そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
た
六
十
四
卦
に
よ
っ
て

自
然
と
人
生
の
変
化
の
道
理
を
説
い
た
書
で
あ
る
。
各
卦
を
説
明
す
る

暗
示
的
な
卦
辞
に
対
し
て
、
さ
ら
に
「
十
翼
」
と
称
せ
ら
れ
る
解
説
が

つ
け
ら
れ
、
儒
家
的
な
宇
宙
観
、
倫
理
観
を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た）

（1
（

。

宋
代
に
な
る
と
、
周
敦
頤
か
ら
二
程
子
を
経
て
後
の
朱
子
学
に
連
な
る

儒
教
の
形
而
上
学
的
基
礎
は
、『
易
経
』
に
も
求
め
ら
れ
る
。
具
体
的

に
言
え
ば
、『
易
経
』
の
い
わ
ゆ
る
「
一
陰
一
陽
コ
レ
ヲ
道
ト
謂
ウ
」（
繋

辞
伝
）
を
根
拠
に
し
、
そ
れ
に
新
た
な
解
釈
を
付
加
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
倫
理
学
を
本
質
と
す
る
宋
学
な
い
し
朱
子
学
の
宇
宙
論
的
基
礎
を

果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
宋
学
の
代
表
者
で
あ
り
か
つ
朱

子
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
程
伊
川
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て

い
る
。

　

陰
陽
ヲ
離
レ
テ
ハ
、
更
ニ
道
ナ
シ
。
陰
陽
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
。

コ
レ
道
ナ
リ
。
陰
陽
ハ
気
ナ
リ
。
気
ハ
コ
レ
形
而
上
ナ
ル
モ
ノ
、

道
ハ
形
而
上
ナ
ル
モ
ノ）

（1
（

。

　

つ
ま
り
伊
川
は
、道
は
陰
陽
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
陰
陽
ス
ル
所
以
」

の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
道
＝
理
の
考
え
方
は
の
ち
に
朱
子
に

よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
、
朱
子
学
を
貫
く
論
理
を
か
た
ち
づ
く
る
も
の
と

な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
陰
陽
と
道
な
ど
の
儒
学
の
固
有
の
範
疇
を
以

て
道
に
合
理
的
に
基
礎
づ
け
る
方
谷
の
考
え
方
は
、
宋
学
な
い
し
朱
子

学
的
な
思
惟
方
法
に
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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王
の
道
は
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
な
り
。
そ
の
道
多
端
な
り
と
雖
も
、

要
は
天
下
を
安
ん
ず
る
に
帰
す
。
其
の
本
は
天
命
を
敬
す
る
に
在
り）

（1
（

」

と
述
べ
た
。
徂
徠
は
更
に
一
歩
を
進
め
、
道
の
内
容
に
、「
道
は
統
名

な
り
。（
中
略
）
礼
楽
刑
政
を
離
れ
て
別
に
所
謂
道
な
る
者
有
る
に
非

ざ
る
な
り）

11
（

」
と
定
義
づ
け
た
。
つ
ま
り
、
道
徳
と
政
治
と
の
一
致
を
否

認
し
た
徂
徠
は
、
聖
人
の
道
な
い
し
先
王
の
道
の
本
質
は
何
よ
り
も
治

国
平
天
下
と
い
う
政
治
性
に
あ
り
、
さ
ら
に
道
の
内
容
は
朱
子
学
に
お

け
る
理
と
か
性
と
か
い
う
よ
う
な
人
間
内
在
的
な
も
の
で
は
な
く
、
普

遍
的
か
つ
具
体
的
礼
楽
刑
政

―
中
国
唐
虞
三
代
の
制
度
文
物
の
総

称

―
で
あ
る
と
把
握
し
た
の
で
あ
る）
1（
（

。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、「
明
大
道
于
聖
経
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
国

家
が
衰
え
た
り
盛
ん
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
大
道
と
方
谷
が
措
定
す

る
の
は
、
治
国
平
天
下
を
道
の
本
質
と
す
る
徂
徠
学
の
流
れ
を
汲
む
か

ら
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
彼
の
「
夫
礼
楽
刑
政
之
隆
盛
。
典

章
文
物
之
精
。
経
綸
天
下
之
大
経
。
納
民
於
軌
則
者
。
聖
人
之
法
也
」

な
ど
の
言
葉
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、
自
分
が
直
面
し
た
当
時
の
時
代
情
勢
を
背
景
と
し
、
武

士
か
つ
儒
学
者
と
し
て
の
方
谷
は
、
倫
理
学
に
重
き
を
置
く
朱
子
学
の

形
而
上
学
的
基
礎
た
る
『
易
経
』
を
根
拠
に
し
、
徂
徠
学
の
経
世
派
の

影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
徂
徠
学
の
よ
う
な
「
治
国
平
天
下
」
を
道
と

す
る
の
で
は
な
く
、
国
家
が
衰
え
た
り
盛
ん
に
な
っ
た
り
す
る
こ

と

―
国
家
発
展
の
「
古
今
之
定
理
」
を
大
道
と
把
握
し
、
当
時
統
治

者
層
に
危
機
意
識
を
持
た
せ
、
藩
の
財
政
を
立
て
直
そ
う
と
す
る
と
い

う
国
家
盛
衰
治
乱
論
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
現
わ
れ
る
こ
と
を
道
の
内
容
と
把
握
し
て
き
た
。

　

そ
れ
で
は
、
方
谷
は
ど
の
よ
う
な
道
を
歩
ん
で
こ
こ
に
至
っ
た
の
で

あ
る
か
。
そ
れ
は
方
谷
の
独
自
の
考
え
方
で
あ
る
の
か
。
方
谷
の
こ
の

主
張
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
思
想
史
的
意
義
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
ま

た
朱
子
学
と
陽
明
学
と
は
い
か
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。

　

す
で
に
島
田
虔
次
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
宋
学
な
い
し
、
宋
学
の
完

成
で
あ
る
朱
子
学
の
一
つ
の
特
徴
が
「
修
身
・
斉
家
・
治
国
・
平
天
下
」、

す
な
わ
ち
そ
の
道
徳
と
政
治
と
の
一
致
、
あ
る
い
は
哲
学
と
政
治
と
の

一
致
で
あ
る）

（1
（

。
し
か
し
中
国
社
会
の
特
殊
性
に
規
制
さ
れ
た
こ
の
儒
学

の
特
徴
は
、
家
族
制
度
や
社
会
組
織
や
政
治
制
度
な
ど
を
異
に
し
、
生

活
の
様
式
を
異
に
し
て
い
た
日
本
に
生
活
し
て
い
た
江
戸
時
代
の
学
者

た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
完
全
に
理
解
し
受
容
す
る
こ
と
は
極
め
て

困
難
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
っ
と
も
日
本
化
さ
れ
た
古
文
辞

学
を
唱
え
た
徂
徠
は
、「
儒
学
ノ
輩
、
聖
人
の
道
ハ
天
下
国
家
ヲ
治
ム

ル
道
也
ト
云
事
ヲ
第
二
ニ
シ
テ
、
天
理
、
人
欲
、
理
気
、
陰
陽
五
行
ナ

ド
ス
ル
高
妙
ノ
説
ヲ
先
ト
シ
、
持
敬
、
主
静
、
格
物
、
致
知
、
誠
意
、

誠
心
ナ
ド
云
ル
坊
主
ラ
シ
キ
事
ヲ
誠
ノ
事
ト
思
ヒ）

（1
（

」、
そ
し
て
「
但
し

是
非
の
弁
論
ノ
ミ
繁
ク
ナ
リ
テ
、
終
ニ
聖
人
ノ
道
ハ
世
ノ
政
道
ト
ハ
格

別
ノ
事
ノ
ヤ
ウ
ニ
人
々
ニ
思
ハ
ス
ル
ハ
誰
ガ
過
ナ
ル
ベ
キ）

（1
（

」と
述
べ
て
、

朱
子
に
お
け
る
こ
の
個
人
の
学
＝
道
理
の
学
の
成
就
が
直
ち
に
天
下
の

太
平
に
通
ず
る
と
い
う
、
個
人
的
価
値
の
実
現
か
ら
一
切
の
社
会
的
・

政
治
的
価
値
に
至
る
連
続
的
思
惟
を
強
く
批
判
し
て
き
た
。そ
の
上
で
、

「
治
国
平
天
下
」
な
い
し
「
道
」
に
つ
い
て
、「
吾
道
の
元
祖
は
堯
舜
に

候
。依
之
聖
人
の
道
は
専
ら
国
天
下
を
治
め
候
道
に
候）

（1
（

」と
述
べ
て
、「
先
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仲
舒
の
こ
の
言
葉
は
、
人
徳
を
備
え
る
、
い
わ
ゆ
る
仁
人
で
あ
る
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
基
準
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
人
間
の
内
面
的
道
徳
的

修
養
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
方
谷
は
そ
れ
を
、
武
士
の
果
た
す
べ

き
職
務

―
「
鋼
紀
」
を
整
え
「
政
令
」
を
明
ら
か
に
す
る

―
と
結

び
つ
け
、
武
士
職
分
論
の
中
に
吸
収
し
た
の
で
あ
る
。
方
谷
は
、
江
戸

時
代
の
社
会
原
理
と
言
わ
れ
る
「
役
の
体
系
」
に
基
づ
き
、
統
治
者
た

る
武
士
層
が
社
会
に
お
い
て
あ
る
べ
き
姿
あ
る
い
は
果
た
す
べ
き
役
割

を
、
外
来
思
想
か
つ
普
遍
性
を
持
つ
儒
学
の
言
葉
で
表
現
し
た
の
で
あ

る
。

　

そ
れ
で
は
、
方
谷
が
徂
徠
学
の
よ
う
な
「
礼
楽
刑
政
」
を
立
て
る
の

で
は
な
く
、「
義
」
を
「
明
」
ら
か
に
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
べ
き
で

あ
る
と
主
張
し
た
の
は
何
故
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会

的
契
機
に
よ
っ
て
彼
に
そ
の
よ
う
に
考
え
せ
し
め
た
の
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

理
財
之
密
。
無
密
於
今
日
。
而
邦
家
之
窮
。
無
窮
於
今
日
。（
中

略
）
豈
其
智
未
足
耶
。
其
術
未
巧
耶
。
抑
所
謂
密
者
尚
疎
耶
。
皆

非
也
。（
中
略
）
夫
善
制
天
下
之
事
者
。
立
乎
事
之
外
。
而
不
屈

於
事
之
内
。
而
今
之
理
財
者
。
悉
屈
於
財
之
内
矣
。（
中
略
）
而

莫
知
其
他
。
人
心
日
邪
。
而
不
能
正
也
。
風
俗
日
薄
。
而
不
能
敦

也
。（
中
略
）
鳴
呼
此
数
者
。
経
国
大
法
。
而
舎
而
不
修
。
鋼
紀

於
是
乎
乱
。
政
令
於
是
乎
廃
。
材
用
之
途
。
亦
将
何
由
通
焉
。（
中

略
）
今
明
主
賢
相
誠
能
省
于
此
。
一
日
超
然
卓
立
於
財
利
之
外
。

出
入
溢
縮
。
委
之
一
二
有
司
。
不
過
時
会
其
大
数
。（
又
曰
以
下

二　

武
士
職
分
論

　

前
節
に
お
い
て
、
治
国
平
天
下
の
道
で
あ
る
国
家
盛
衰
治
乱
論
を
述

べ
て
き
た
。
そ
れ
に
続
き
、
誰
が
そ
の
道
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
誰
が

そ
の
道
を
行
動

―
実
際
の
政
治
生
活

―
に
移
す
か
と
い
う
問
題
が

筆
者
の
前
に
出
て
く
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
方
谷
は
「
其
四
民
之
制
。

其
由
来
也
久
矣
。
而
各
勤
其
事
。
而
食
於
其
利
。
唯
士
乎
。
無
所
利
。

而
取
食
於
民
。
以
位
於
其
上
。
蓋
以
其
所
事
之
大
也
。
大
者
何
。
義
是

也
。
故
士
之
所
事
者
義
。
民
之
所
事
者
利
。
義
利
之
分
。
士
民
之
所
由

分
也）

11
（

」
と
述
べ
て
、「
農
工
商
」
か
ら
な
る
「
民
」
は
自
分
の
職
を
勤

め
て
「
利
」
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
る
が
、生
活
に
必
要
な
「
食
」

な
ど
を
「
民
」
か
ら
徴
収
し
た
「
武
士
」
は
、「
民
」
の
上
に
位
し
て

い
る
の
は
武
士
が
「
大
」
な
る
「
義
」
と
い
う
「
事
」
に
仕
え
る
か
ら

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
「
義
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
え

ば
、「
此
古
之
君
子
。
所
以
務
明
義
利
之
分
也
。
夫
整
鋼
紀
。
明
政
令

者
義
也
。
欲
免
飢
寒
死
亡
者
利
也）

11
（

」と
方
谷
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
鋼
紀
」
を
整
え
「
政
令
」
を
明
ら
か
に
す
る
、い
わ
ゆ
る
「
経
国
大
法
」

を
「
修
」
め
る
の
が
「
義
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
武
士
は
、「
義
」

を
「
明
」
ら
か
に
す
る

―
「
農
工
商
」
か
ら
な
る
「
民
」
の
職
業
に

専
念
で
き
る
の
に
必
要
な
社
会
秩
序
を
維
持
す
る

―
こ
と
を
職
務
と

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、「
君
子
（
武
士
、筆
者
註
）
明
其
義
。
而
不
計
其
利
」

と
い
う
言
葉
は
、
前
漢
の
儒
学
者
董
仲
舒
「
誼
を
正
し
利
を
謀
ら
ず
、

道
を
明
ら
か
に
し
功
を
計
ら
ず
」
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
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史
的
課
題
の
違
い
の
た
め
、
素
行
の
職
分
論
の
内
容
は
主
と
し
て
「
武

将
武
士
日
用
の
業
」

―
一
身
上
に
は
日
常
の
礼
式
作
法
か
ら
武
芸
の

稽
古
や
武
具
の
用
法
な
ど
ま
で
、
社
会
的
に
は
政
治
の
制
度
や
裁
判
の

運
営
ま
た
軍
陣
の
指
揮
法
な
ど

―
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、前
述
し
た
よ
う
に
、方
谷
の
そ
れ
は
社
会
の
「
鋼
紀
」
を
整
え
「
政

令
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

素
行
に
遅
れ
て
で
た
徂
徠
は
、
元
禄
か
ら
享
保
に
か
け
て
の
徳
川
封

建
社
会
が
最
初
の
大
き
な
動
揺
を
経
験
し
つ
つ
も
な
お
全
体
と
し
て
健

全
性
を
喪
失
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
現
実
政
治
に
対
す
る
認
識
を
背
景

と
し
、
人
々
の
「
職
分
」
を
徳
川
将
軍
を
頂
点
と
す
る
全
体
的
な
社
会

秩
序
の
下
に
統
合
し
て
い
く
た
め
に
、「
人
は
も
ろ
す
ぎ
な
る
物
に
て
、

は
な
れ
ゞ
に
別
な
る
物
に
て
は
無
之
候
へ
ば
、
満
世
界
の
人
こ
と
ゞ
人

君
の
民
の
父
母
と
な
り
給
ふ
を
助
け
候
役
人
に
候）

11
（

」
と
い
う
よ
う
に
、

万
人
役
人
説
の
職
分
論
を
打
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

方
谷
は
徂
徠
の
職
分
論
に
お
け
る
人
材
論
を
受
け
、
誠
意
を
以
て
国
を

治
め
る
の
に
役
立
つ
人
材
を
選
ぶ
と
い
う
誠
意
選
賢
論
を
主
張
し
な
が

ら
、「
材
用
之
途
」
を
「
通
」
ず
る

―
幕
府
及
び
諸
藩
の
財
政
の
困

窮
を
解
消
す
る

―
た
め
に
、
そ
れ
に
必
要
な
社
会
的
秩
序
を
維
持
す

る

―
社
会
の
「
鋼
紀
」
を
整
え
「
政
令
」
を
明
ら
か
に
す
る

―
こ

と
を
武
士
の
職
分
と
捉
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
幕
藩
財
政
の
困
窮
な
ど
を
解
決
す
る
た
め
に
、
方
谷
は
、
当

時
の
武
士
層
の
財
政
困
窮
の
解
決
策
を
止
揚
し
た
上
で
、
中
国
儒
学
者

の
、
も
と
も
と
仁
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
た
る
「
君
子

明
其
義
而
不
計
其
利
」
と
い
う
言
葉
を
借
り
、「
材
用
之
途
」
を
「
通
」

理
財
長
策
即
明
其
義
而
不
謀
其
利
者
）乃
明
義
理
以
正
人
心
。（
中

略
）
経
国
大
法
莫
而
不
修
。
而
材
用
之
途
亦
従
而
通
矣）

11
（

。（
又
曰

以
義
為
利
者
不
計
利
而
利
自
生
）

　

藩
財
政
の
困
窮
を
解
決
す
る
た
め
に
、「
今
之
理
財
者
」
は
、「
人
心

日
邪
」「
風
俗
日
薄
」「
官
吏
日
汗
。
民
物
日
敝
」「
文
教
日
廃
。
武
備

日
弛
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
財
政
と
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
、
財
政

だ
け
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、「
材
用
之
途
」
が
通
じ
ず
、

困
窮
を
克
服
す
る
ど
こ
ろ
か
、
以
前
よ
り
藩
の
財
政
が
酷
く
な
っ
て
き

た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
方
谷
は
「
人
心
日
邪
」
や
「
文
教
日
廃
。
武
備

日
弛
」
な
ど
は
「
経
国
大
法
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
修
」
め
な
い
と
、

財
政
の
運
営
に
必
要
な
「
鋼
紀
」
が
「
乱
」
れ
て
、「
材
用
之
途
」
が
「
通
」

じ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
、

彼
は
「
義
」
を
「
明
」
ら
か
に
す
る
こ
と
を
武
士
の
職
務
と
措
定
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
方
谷
の
武
士
職
分
論
は
彼
の
独
自
の
も
の
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
意
義
を
担
っ
て
い
た
の
か
。
周
知
の
よ
う

に
、
初
め
て
武
士
の
職
務
論
の
構
築
を
試
み
た
の
は
古
学
者
の
山
鹿
素

行
で
あ
る
。「
山
鹿
語
類
」
に
展
開
し
て
き
た
君
道
・
士
道
な
ど
の
武

士
の
職
分
論
に
お
い
て
、
社
会
的
分
業
を
、
経
済
の
領
域
に
止
ま
ら
ず

経
済
と
道
徳
＝
政
治
と
の
間
に
も
認
め
る
と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
方
谷
の
「
故
士
之
所
事
者
義
。
民
之
所
事
者
利
。
義
利
之
分
。

士
民
之
所
由
分
也
」
と
い
う
考
え
方
に
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
両
者
が
生
き
て
い
た
歴
史
的
背
景
、
そ
の
直
面
す
る
歴
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「
悉
出
於
至
誠
」
と
い
う
よ
う
に
、「
権
変
詐
術
」
か
ら
出
る
「
畏
与

悪
」
と
い
う
「
私
意
」
で
は
な
く
、「
至
誠
」
の
心
を
以
て
「
公
事
」

を
「
供
」
し
、「
公
道
」
の
実
現
、
す
な
わ
ち
自
分
の
職
分
を
果
た
す

べ
き
で
あ
る
と
方
谷
は
主
張
し
た
。

　

そ
れ
で
は
、
方
谷
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
素
材
を
使
っ
て
如
何
に

こ
の
至
誠
奉
公
論
を
理
論
的
に
構
築
し
て
き
た
の
か
。
そ
の
結
論
を
先

取
り
し
て
い
う
な
ら
ば
、
方
谷
は
儒
教
の
経
典
た
る
『
大
学
』
の
経
文

そ
の
も
の
と
、
王
陽
明
が
書
い
た
『
古
本
大
学
序
』
と
を
テ
キ
ス
ト
と

し
、『
大
学
』
を
再
解
釈
し
た
形
で
自
分
の
至
誠
奉
公
論
あ
る
い
は
誠

意
治
国
論
を
形
成
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
中
国
近
世
新
儒
学
に
お
い
て
、「
正
統
・
異
端
」

論
の
徴
表
で
あ
る
、修
己
・
治
人
の
二
焦
点
を
緊
密
に
関
連
さ
せ
て
、「
正

統
」
思
想
の
全
体
構
造
の
「
規
模
」
を
有
機
的
に
開
示
し
た
の
は
四
書

の
一
つ
で
あ
る
こ
の
『
大
学
』
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
朱
子
や
王
陽
明
な

ど
の
中
国
近
世
の
儒
学
者
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
思
想
を
受
容
し
た

江
戸
期
の
儒
学
者
達
が
新
思
想
を
表
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
大
学
』

は
常
に
そ
の
再
解
釈
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
の

場
合
に
は
、朱
子
の
『
四
書
章
句
集
注
』
に
お
け
る
「
大
学
章
句
集
注
」

や
王
陽
明
の
『
古
本
大
学
序
』
な
ど
が
あ
り
、
日
本
の
場
合
は
、
山
崎

闇
斎
の
主
著
と
称
せ
ら
れ
る
『
文
会
筆
録
』
に
み
ら
れ
る
『
大
学
』
へ

の
解
釈
で
あ
り
、
日
本
陽
明
学
の
始
祖
と
さ
れ
る
中
江
藤
樹
の
『
大
学

考
』、『
大
学
蒙
注
』、『
大
学
解
』、『
古
本
大
学
全
解
』
な
ど
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。
方
谷
も
例
外
で
は
な
く
、『
大
学
』
の
再
解
釈
を
踏
襲
し
た

の
で
あ
る
。『
大
学
』
は
、
学
問
を
修
め
る
目
標
た
る
「
明
明
徳
」・「
新

ず
る
の
に
必
要
な
社
会
的
秩
序
を
維
持
す
る
と
い
う
武
士
職
分
論
を
構

築
し
た
の
で
あ
る
。

三　

至
誠
奉
公
論

　

前
節
に
お
い
て
、
筆
者
は
方
谷
の
武
士
の
職
分
論
の
内
容
を
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
武
士
が
自
分
の
「
役
」
も
し
く
は
「
職
分
」

―
公
的

な
も
の

―
を
負
い
忠
実
に
果
た
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
の

武
士
の
意
識
と
行
動

―
私
的
な
も
の

―
を
通
じ
て
実
現
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
武
士
が
ど
の
よ
う
な
心
構
え
を
以
て
そ
の
「
職

分
」
を
履
行
す
べ
き
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
た
の
が
方
谷
の
至
誠
奉
公

論
で
あ
る
。

　

方
谷
の
門
弟
三
島
中
洲
は
当
時
の
海
防
事
件
を
め
ぐ
っ
て
岡
山
藩
に

仕
え
る
自
分
が
如
何
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
質
問
を
方
谷
に

し
て
い
る
。
方
谷
の
返
書
に
は
そ
の
至
誠
奉
公
論
の
様
子
が
う
か
が
わ

れ
る
。

　

夫
今
天
下
之
事
。
其
勢
已
至
此
。
非
区
々
策
略
所
能
及
也
。
惟

有
成
敗
帰
天
務
尽
其
道
之
一
途
而
已
。
其
為
道
也
無
他
。
大
公
而

已
矣
。至
誠
而
已
矣
。（
中
略
）然
其
所
為
皆
出
於
権
変
詐
術
之
途
。

（
中
略
）
然
禦
之
豈
無
道
哉
。
塞
其
源
以
止
其
流
而
已
。
而
塞
之

必
自
下
始
。
大
小
之
事
。
悉
出
於
至
誠
。（
中
略
）鳴
呼
公
乎
誠
乎
。

（
中
略
）
然
此
皆
抜
本
塞
源
之
論）

11
（

。
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家
」、「
治
国
」、「
平
天
下
」
が
で
き
る
と
彼
は
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
方
谷
が
言
う
「
治
国
平
天
下
」
は
何
を
指
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

　

さ
れ
ば
此
一
章
の
平
天
下
は
大
な
る
事
に
相
違
な
き
も
、
其
中

絜
矩
の
道
が
大
切
に
て
、
こ
れ
が
又
財
用
を
取
り
扱
う
と
人
を
選

び
用
ふ
る
と
の
二
者
に
帰
す
。（
中
略
）
而
て
絜
矩
の
道
は
、
誠

意
正
心
よ
り
来
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず）

11
（

。

　

国
家
を
治
め
る
時
に
、「
絜
矩
の
道
」
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
己
の
欲
せ

ざ
る
所
は
人
に
施
す
勿
れ
」
と
い
う
孔
子
の
「
忠
恕
の
道
」
を
継
承
し

た
「
絜
矩
の
道
」
の
原
義
は
、「
己
を
推
し
て
人
々
心
服
を
及
ぼ
す
」

よ
う
な
、
統
治
者
が
備
う
べ
き
人
格
を
指
す
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
方
谷
は
、「
絜
矩
の
道
」
を
、「
古
今
の
万
般
の
事
」
に
お
い
て
、

こ
の
上
な
く
重
要
な
「
財
用
を
取
り
扱
う
と
人
を
選
び
用
ふ
る
」
に
構

成
さ
れ
る
と
解
釈
し
、「
誠
意
」
よ
り
出
る
も
の
を
見
て
「
誠
意
の
道
」

と
主
張
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
備
中
松
山
藩
が
抱
え
る
財
政
窮
乏
と
武
士
腐
敗
な
ど
の
社

会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、方
谷
は
『
大
学
』
の
再
解
釈
を
通
じ
て
、

三
綱
領
で
は
な
く
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
、
八
条
目
の
末
に
置
か
れ

る
「
治
国
平
天
下
」
を
『
大
学
』
の
大
主
意
と
し
、『
大
学
』
の
原
義

に
そ
の
根
本
と
み
ら
れ
る
「
修
身
」
で
は
な
く
、
そ
れ
の
細
目
の
一
つ

で
あ
る
「
誠
意
」
を
根
本
と
措
定
し
た
上
で
、「
誠
意
」
よ
り
「
治
国

民
」・「
止
至
善
」
と
の
三
綱
領
と
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
修
養
の

工
夫
で
あ
る
「
格
物
」・「
致
知
」・「
誠
意
」・「
正
心
」・「
修
身
」・「
斉

家
」・「
治
国
」・「
平
天
下
」
と
の
八
条
目
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の

八
条
目
の
中
心
に
据
え
る
「
修
身
」
は
『
大
学
』
の
根
本
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、「
格
物
・
致
知
・
誠
意
・
正
心
」

―
「
内

聖
」
の
学
問
す
な
わ
ち
内
な
る
自
分
の
徳
を
高
め
人
格
を
陶
冶
・
確
立

す
る
た
め
の
「
修
己
」
の
学
問

―
は
「
修
身
」
の
細
目
で
あ
り
、「
斉

家
・
治
国
・
平
天
下
」

―
「
外
王
」
の
学
問
す
な
わ
ち
政
治
的
有
効

性
を
持
っ
て
外
な
る
他
人
を
治
め
よ
う
と
す
る
も
の

―
は
「
修
身
」

の
延
長
線
上
に
置
か
れ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
方
谷
は
『
大
学
』
を
如
何
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
。

　

大
学
と
云
え
ば
、
天
地
万
物
一
体
と
な
る
や
う
に
な
る
学
問
な

れ
ど
も
、
其
肝
心
か
な
め
の
手
を
下
す
処
、
す
な
わ
ち
大
学
の
大

本
領
は
何
な
ら
ん
と
云
ふ
に
、
そ
れ
は
誠
意
而
已
矣
と
云
へ
る
な

り）
11
（

。

　

上
に
引
用
し
た
よ
う
に
、『
大
学
』
で
は
、「
根
本
」
が
「
誠
意
」
で

あ
り
、
主
眼
（
＝
大
主
意
）
が
「
治
国
平
天
下
」
で
あ
る
と
方
谷
は
認

識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
三
綱
領
で
は
な
く
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
、八
条
目
の
末
に
置
か
れ
る
「
治
国
平
天
下
」
を
『
大

学
』
の
大
主
意
と
し
、『
大
学
』
の
原
義
に
そ
の
根
本
と
み
ら
れ
る
「
修

身
」
で
は
な
く
、
そ
れ
の
細
目
の
一
つ
で
あ
る
「
誠
意
」
を
根
本
と
措

定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
意
を
誠
に
さ
え
す
れ
ば
、「
修
身
」、「
斉



　藩政改革における山田方谷の政治思想―儒教思想の受容と止揚を中心に―（高）

11

多
か
っ
た
詩
文
派
に
対
し
て
、
実
践
と
乖
離
し
て
い
る
の
は
本
当
の
学

問
で
は
な
く
、
当
時
の
乱
れ
た
社
会
秩
序
を
立
て
直
す
学
問
を
勉
強
す

べ
き
で
あ
る
。（
二
）
道
徳
的
な
こ
と
を
軽
視
し
経
世
済
民
を
中
心
と

す
る
経
学
派
に
対
し
て
、
儒
教
の
道
徳
秩
序
を
重
ん
じ
る
側
面
と
現
実

や
社
会
的
な
活
動
に
役
立
つ
側
面
を
密
接
に
結
び
つ
け
、
正
し
い
学
問

に
よ
る
正
し
い
政
治
と
い
う
形
で
、
道
徳
と
政
治
を
も
う
一
度
結
び
付

け
て
い
こ
う
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。そ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
尾
藤
、

柴
野
ら
の
提
言
を
受
け
て
い
た
松
平
定
信
は
、
正
し
い
学
問
に
よ
っ
て

社
会
的
秩
序
を
根
本
か
ら
直
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
「
寛
政
異

学
の
禁
」
を
実
行
し
、
朱
子
学
を
正
学
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

方
谷
の
至
誠
奉
公
論
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
情
勢
と
思
想
史

的
背
景
の
も
と
に
形
成
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、「
誠
意
」（
道
徳
）
と
「
治

国
平
天
下
」（
政
治
）
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、｢

此
大
学
は
、
治
国
平
天

下
を
大
主
意
と
し
、
誠
意
を
其
根
本
と
せ
る
も
の
な
れ
ば
、
誠
意
に
傾

き
て
治
国
平
天
下
を
疏
に
す
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず）

11
（

｣

と
述
べ
、「
誠

意
」
を
「
本
」、「
治
国
平
天
下
」
を
「
末
」
と
措
定
し
た
彼
は
「
本
」

を
重
ん
じ
、「
本
」と「
末
」を
取
り
違
え
て
は
い
け
な
い
と
主
張
す
る
。

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
も
し
本
末
転
倒
す
れ
ば
、「
権
謀
術
数
に
陥
る
」

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
権
謀
術
数
」
は
お
そ
ら
く
上
に
述
べ
た
、
経
学

派
の
「
功
利
の
説
」
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、一
方
で
「
誠

意
に
傾
き
治
国
平
天
下
を
疏
に
す
る
」
よ
う
な
、「
末
」
と
し
て
の
「
治

国
平
天
下
」
を
軽
視
す
る
こ
と
に
も
反
対
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

孟
子
が
言
う
王
道
と
似
る
「
大
学
の
道
」
そ
の
も
の
は
「
一
念
の
誠
意

よ
り
起
き
り
、
終
に
天
下
国
家
に
及
ぶ
（
本
か
ら
末
に
至
る
）」
の
で

平
天
下
」
に
至
る
こ
と
、「
治
国
平
天
下
」
を
誠
意
に
基
づ
き
財
用
を

取
り
扱
う
こ
と
（
誠
意
理
財
論
）
と
、人
を
選
び
用
い
る
こ
と
い
う
（
誠

意
選
賢
論
）
の
二
つ
の
部
分
を
具
体
化
し
て
至
誠
奉
公
論
を
構
築
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
方
谷
の
至
誠
奉
公
論
が
担
っ
て
い
る
歴
史
的
意
義

を
如
何
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
徂
徠
は
、
朱

子
学
道
徳
的
価
値
の
下
に
従
属
し
て
い
た
政
治
と
文
学
に
、
そ
れ
ぞ
れ

に
固
有
の
領
域
と
論
理
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
い
わ
ゆ
る
朱
子
に

お
け
る
個
人
の
学
＝
道
理
の
学
の
成
就
が
直
ち
に
天
下
の
太
平
に
通
ず

る
と
い
う
道
徳
と
政
治
と
の
一
致
を
否
認
し
、
聖
人
の
道
な
い
し
先
王

の
道
の
本
質
は
何
よ
り
も
治
国
平
天
下
と
い
う
政
治
性
に
あ
り
、
個
人

の
道
徳
を
政
治
の
手
段
化
し
よ
う
と
す
る
「
政
治
の
発
見
」
と
、「
文

学
の
自
立
」
と
定
式
化
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
政
治
と
文
学
は

徂
徠
と
い
う
類
ま
れ
な
才
能
の
も
と
で
は
統
一
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

そ
の
後
、
太
宰
春
台
に
代
表
さ
れ
る
経
学
派
と
、
服
部
南
郭
を
代
表
者

と
し
私
的
な
側
面
を
継
承
す
る
詩
文
派
に
分
極
化
し
て
い
く
。
数
の
上

で
は
詩
文
派
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た）

11
（

。
こ
の
徂
徠
学
は
こ
の
後
の
江
戸

時
代
の
社
会
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
伴
う
反
発
を

も
巻
き
起
こ
し
た
。
た
と
え
ば
、
頼
春
水
、
尾
藤
二
洲
、
柴
野
栗
山
、

西
山
拙
斎
な
ど
の
学
者
グ
ル
ー
プ
は
、
田
沼
時
代
に
始
ま
る
殖
産
興
業

的
な
経
済
政
策
と
賄
賂
政
治
の
盛
行
と
い
う
社
会
的
な
現
象
を
、「
功

利
の
説
」
た
る
徂
徠
学
が
も
た
ら
す
も
の
と
し
、
ま
た
文
人
は
現
実
に

は
何
も
役
立
た
な
い
詩
文
ば
か
り
作
っ
て
「
風
俗
を
乱
す
」
も
の
と
捉

え
て
い
た
。
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
彼
ら
は
、（
一
）
圧
倒
的
に
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ま
ず
生
活
な
ど
の
色
々
な
側
面
か
ら
武
士
層
を
支
え
て
い
る
下
民
を

「
撫
育
」
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る

下
民
撫
育
論
で
あ
る
。

　

こ
の
下
民
撫
育
論
を
生
み
出
し
た
の
が
当
時
方
谷
の
生
き
て
い
た
時

代
の
社
会
的
環
境
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
む

し
ろ
筆
者
の
関
心
を
引
く
の
は
支
配
者
層
＝
武
士
層
の
一
員
で
あ
る
こ

と
を
自
覚
し
た
彼
は
如
何
に
そ
の
社
会
的
現
実
を
と
ら
え
て
い
た
の

か
、
に
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

頼
祖
先
之
霊
。
穀
於
官
廩
。
居
四
民
之
上
。
奴
隷
農
賈
。
不
耕

而
食
。
不
織
而
衣
。
人
之
生
於
士
。
何
其
幸
也
。（
中
略
）
人
之

受
生
於
下
民
。
亦
何
其
幸
也
。
同
是
人
也
。
同
是
天
地
之
子
也
。

而
幸
不
幸
。
如
此
其
異
也
。
天
也
至
公
。
豈
仁
于
士
。
而
不
仁
于

下
民
哉）

1（
（

。

　

こ
の
引
用
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、武
士
層
と
「
下
民
」
は
等
し
く
「
天

地
之
子
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
不
耕
而
食
。
不
織
而
衣
」
た
る
武
士
層

が
「
幸
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
武
士
層
に
年
貢
を
徴
取
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、「
終
歳
辛
苦
」
で
あ
る
「
下
民
」
が
「
出
則
蒲
伏
県
庭
。

入
則
屏
息
郊
野
」
の
で
あ
り
不
幸
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
問
題

を
方
谷
は
「
可
不
思
乎
哉
」
と
い
う
よ
う
に
、
常
に
思
索
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
方
谷
が
言
う
「
下
民
」
の
「
不
幸
」
は
い
っ
た
い
ど

う
い
う
も
の
で
あ
る
か
。

あ
る
と
彼
は
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
誠
意
」
と
「
治

国
平
天
下
」
に
対
す
る
理
解
は
、「
誠
」
を
本
、「
治
国
平
天
下
」
を
大
、

本
末
を
同
一
視
し
取
り
違
え
て
は
い
け
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
考
え
方
は
、
儒
教
の
道
徳
秩
序
を
重
ん
じ
る
側
面
と
現
実
や

社
会
的
な
活
動
に
役
立
つ
側
面
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
春
水
ら
の
そ
れ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、「
寛
政
異
学
の
禁
」
と
い
う
歴
史
的
思
想
史
的
な
背
景

の
も
と
で
、
方
谷
は
、
備
中
松
山
藩
が
抱
え
る
財
政
窮
乏
と
武
士
腐
敗

な
ど
の
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、『
大
学
』の
再
解
釈
を
通
じ
て
、

三
綱
領
で
は
な
く
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
、
八
条
目
の
末
に
置
か
れ

る
「
治
国
平
天
下
」
を
『
大
学
』
の
大
主
意
と
し
、『
大
学
』
の
原
義

に
そ
の
根
本
と
み
ら
れ
る
「
修
身
」
で
は
な
く
、
そ
れ
の
細
目
の
一
つ

で
あ
る
「
誠
意
」
を
根
本
と
措
定
し
た
上
で
、「
治
国
平
天
下
」
を
、

誠
意
に
基
づ
き
財
用
を
取
り
扱
う
こ
と
（
誠
意
理
財
論
）
と
、
人
材
を

選
び
用
い
る
こ
と
い
う
こ
と
（
誠
意
選
賢
論
）
の
二
つ
の
部
分
を
具
体

化
し
て
至
誠
奉
公
論
を
構
築
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

四　

下
民
撫
育
論

　

前
節
に
お
い
て
、
方
谷
の
至
誠
奉
公
論
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
て
き

た
。
そ
れ
で
は
、
方
谷
は
武
士
層
が
誰
の
た
め
に
誠
意
を
以
て
自
分
の

職
務
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
方
谷
が
武
士

で
あ
る
以
上
、
そ
の
最
終
的
な
目
的
は
言
う
ま
で
も
な
く
武
士
層
の
た

め
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
考
え
方
に
お
い
て
は
、
武
士
層
よ
り
む
し
ろ
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先
に
述
べ
た
至
誠
奉
公
論
と
同
じ
よ
う
に
、『
大
学
』
の
再
解
釈
と
い

う
形
を
借
り
そ
れ
を
構
築
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。具
体
的
に
言
え
ば
、

第
一
に
、
武
士
だ
け
で
は
な
く
武
士
層
を
支
え
て
い
る
「
下
民
」
を
含

む
天
下
の
た
め
に
「
財
」
を
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

彼
は
「
此
は
生
財
の
大
道
大
筋
な
り
。（
中
略
）
天
下
の
財
を
生
出
す

る
に
、
唯
一
家
の
利
を
謀
る
や
う
な
こ
と
で
は
な
ら
ぬ
、
因
て
大
道
あ

り
と
呼
び
起
し
（
後
略）

11
（

）」
と
述
べ
た
。
こ
こ
に
言
う
「
財
」
と
は
、「
財

と
は
金
銀
の
み
に
非
ず
、
民
生
日
用
の
食
物
衣
服
居
室
草
木
皆
財
な
り

（
中
略
）
孟
子
に
『
使
民
養
生
喪
死
無
憾
』
と
あ
る
如
く）

11
（

」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、「
金
銀
」
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
生
活
に
必
要
な
「
食

物
衣
服
居
室
草
木
」
す
べ
て
で
あ
る
。
人
民
が
家
族
を
養
い
、
き
ち
ん

と
し
た
葬
式
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
も
の
も
、
国
の
「
租
税
入
用
」
よ

り
「
万
国
の
交
際
」
や
「
大
戦
争
」
な
ど
に
至
る
の
も
「
財
用
」
の
具

現
し
た
も
の
で
あ
る
。
武
士
層
は
「
世
俗
の
利
」
を
計
ら
ず
誠
意
に
基

づ
き
「
下
民
」
を
含
む
天
下
の
た
め
に
財
を
生
じ
る
と
い
う
、「
生
財

の
大
道
」
あ
る
い
は
「
生
財
の
王
道
」
に
則
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、「
天
下
の
公
」を
忘
れ
一
己
の「
私

欲
」
の
た
め
に
財
を
生
じ
る
の
は
「
小
道
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
士

層
の
一
己
の「
私
欲
」で
は
な
く「
下
民
」を
含
む
天
下
の
た
め
に「
財
」

を
生
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
方
谷
は
主
張
し
て
い
る
。

　

次
に
、
そ
の
「
財
」
の
分
配
に
つ
い
て
は
、「
上
は
上
の
経
済
あ
り
、

下
は
下
の
経
済
あ
り
、
相
互
に
侵
さ
ぬ
な
り
。（
中
略
）
上
を
富
ま
し

て
下
を
縮
め
ん
と
欲
せ
ば
、
天
下
争
乱
す
、（
中
略
）
天
下
は
公
平
な

ら
ぬ
処
よ
り
争
乱
起
る
、
誠
意
一
念
の
起
処
よ
り
出
づ
れ
ば
、
家
国
天

　

鳴
呼
民
之
労
也
甚
矣
。
尽
終
歳
之
力
。
守
百
畝
之
田
。
其
所
収

穫
。
其
幾
矣
。
速
奉
之
於
上
。
負
担
匍
匐
。
遠
致
于
県
庭
。
雖
一

勺
米
。
無
不
歴
其
艱
者）

11
（

。

　

方
谷
の
目
に
映
じ
た
の
は
武
士
層
の
財
政
の
困
窮
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
武
士
層
の
生
活
や
政
治
を
支
え
て
い
る
下
民
の
「
不
幸
」
で
あ

る
。
方
谷
の
こ
の
下
民
へ
の
思
い
や
り
や
同
情
は
あ
る
程
度
彼
の
財
政

改
革
の
方
向
性
を
規
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
方
谷
は
、

改
革
の
過
程
で
新
し
く
設
け
た
部
局
＝
「
撫
育
方
」
の
「
設
置
ノ
主
意

及
名
義
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

撫
育
方
と
名
付
候
譯
は
、
御
収
納
外
を
取
候
事
故
、
自
然
と
下

方
之
物
を
取
上
げ
さ
え
致
せ
ば
宜
敷
様
相
成
候
事
も
可
有
之
候

間
、
撫
育
を
主
と
し
、
人
民
の
益
を
付
、
其
内
よ
り
上
之
益
も
自

然
と
生
じ
（
後
略）

11
（

）。

　

ま
ず
武
士
層
で
は
な
く
下
民
の
利
益
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
彼
は
「
百
姓
は
課
役
を
減

し
、
難
渋
村
を
御
取
立
被
下
、
町
人
は
金
銭
金
融
を
付
、
交
易
を
盛
に

被
成
下
候
に
有
之
候
儀
と
奉
存
候）

11
（

」
と
述
べ
て
、
百
姓
の
「
課
役
」
を

減
ら
し
、「
町
人
は
金
銭
金
融
を
付
、
交
易
を
盛
に
」
す
る
と
い
う
「
大

急
務
」
の
解
決
を
藩
主
に
勧
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
下
民
撫
育
論
の
内
実
は
何
で
あ
る
か
。
方
谷
は
ど
の
よ

う
な
経
典
を
根
拠
に
し
て
、ま
た
そ
れ
を
如
何
に
展
開
し
て
き
た
の
か
。
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と
、民
に
対
し
て
徭
役
を
少
く
し
租
税
を
軽
く
し
刑
罰
を
行
わ
ず
し
て
、

民
衆
が
生
活
で
き
る
や
う
に
す
る
こ
と
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
と
指
摘
し

た
の
が
津
田
左
右
吉
で
あ
る）

11
（

。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
方
谷
の
下
民
撫
育

論
は
こ
の
仁
政
あ
る
い
は
王
道
思
想
を
理
解
し
、
ま
た
政
治
改
革
に
生

か
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
方
谷
の
下
民
撫
育
論
に
ど
の
よ
う
な
特
色
と
歴
史
的
意

義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
方
谷
と
同
じ
よ
う
に
、
幕
府
後
期

な
い
し
末
期
に
生
き
て
い
た
学
者
た
ち
は
、
藩
の
財
政
困
窮
と
い
う
難

問
を
解
決
す
る
た
め
に
、
多
く
の
論
説
を
提
唱
し
て
き
た
。
方
谷
も
そ

の
中
の
一
人
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
時
期
の
制
度
改
革
論
の
代
表
的

の
学
者
で
あ
り
徂
徠
学
の
経
世
派
を
継
承
し
た
海
保
青
陵
の
庶
民
論
と

方
谷
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
、
方
谷
の
下
民
撫
育
論
の
特
色
と
歴
史

的
意
義
を
究
明
し
た
い
と
思
う
。
す
で
に
丸
山
真
男
氏
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
青
陵
は
封
建
社
会
の
認
識
に
お
い
て
優
れ
た
近
代
性
を
見
せ
た

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
説
く
と
こ
ろ
は
結
局

武
士
の
た
め
に
庶
民
の
金
を
「
ま
き
あ
げ
」
る
「
か
ら
く
り
」
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
「
か
ら
く
り
」
の
根
底
に
は
、「
民
は
皆
尽
く
大
愚
な
る
も

の
也
」（「
海
保
儀
平
書
」）、「
民
は
何
と
す
る
が
孝
か
、
ど
う
す
る
か

忠
か
知
ら
ぬ
が
よ
き
也
、民
は
唯
上
の
令
に
従
が
は
ね
ば
刑
せ
ら
る
る
」

（
同
上
）
と
い
う
愚
民
観
が
内
在
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
み
る
と
、
愚

民
観
を
主
張
す
る
海
保
の
考
え
方
と
、
方
谷
の
そ
れ
と
の
相
違
点
は
十

分
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、お
そ
ら
く
海
保
の
属
し
た
徂
徠
学
の
、

民
で
は
な
く
「
天
下
を
安
ず
る
」
考
え
方
と
、
民
の
徭
役
を
少
く
し
租

税
を
軽
く
す
る
孟
子
の
仁
政
あ
る
い
は
王
道
思
想
を
受
容
し
た
方
谷
の

下
皆
同
一
体
と
な
る）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
上
は
上
の
経
済
あ
り
、
下
は
下
の
経
済
あ
り
」
で
あ
る
か
ら
、「
上
」

と
「
下
」
の
分
限
を
立
て
「
上
」
に
「
上
の
利
」
を
、「
下
」
に
「
下

の
利
」
を
求
め
さ
せ
、
互
い
に
侵
さ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
に「
無
私
誠
意
」の「
心
」を
以
っ
て
公
平
に「
上
」

と
「
下
」
の
利
益
に
対
処
す
る
の
が
な
に
よ
り
も
緊
要
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
な
い
と
、「
家
国
天
下
」
が
争
乱
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
方
谷
の
文
章
に
お
い
て
は
、
武
士
層
が
自
分
の
「
私

欲
」
の
た
め
に
天
下
の
「
財
」
を
自
分
の
と
こ
ろ
で
「
集
斂
」
す
べ
き

で
は
な
く
、
公
平
に
「
上
」
と
「
下
」
の
利
益
に
対
処
し
、
特
に
「
下

民
」
の
「
財
」
を
侵
さ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
下
民
撫
育
論
が
、
先
に
引
用
し
た
「
天
也
至
公
。

豈
仁
于
士
。
而
不
仁
于
下
民
哉
」
の
仁

―
仁
政
あ
る
い
は
孟
子
の
王

道
思
想
の
影
響

―
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
も
そ
も
仁
政
あ
る
い
は
王
道
思
想
と
は
、
君
主
の
本
位
と
し
て

君
主
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
の
ず
か
ら
君
主
の
地
位
を

保
つ
た
め
に
君
主
の
権
威
と
能
力
と
が
、
思
想
上
極
度
に
高
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
か
か
る
権
能
の
あ
る
帝
王
で
あ
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
れ

で
あ
る
が
た
め
に
政
治
上
の
全
責
任
を
君
主
の
道
徳
的
任
務
と
し
て
負

わ
せ
た
。
そ
し
て
帝
王
の
政
治
は
権
力
の
行
使
で
は
な
く
し
て
道
徳
的

任
務
の
履
行
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
政
治
は
帝
王
の
道
徳
的
人
格

の
発
露
と
し
て
考
え
る
傾
向
を
有
す
る
。
そ
こ
で
君
徳
の
修
養
が
説
か

れ
る
の
で
、
君
主
が
自
分
の
権
利
欲
と
物
欲
を
抑
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
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ら
か
に
す
る
い
わ
ゆ
る
社
会
の
「
鋼
紀
」
を
整
え
「
政
令
」
を
明
ら
か

に
す
る

―
と
い
う
武
士
職
分
論
を
構
築
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、
一
方
で
、
武
士
層
の
腐
敗
と
そ
れ
を
支
え
て
い
る
下
民
特

に
農
民
の
悲
惨
な
生
活
状
態
と
い
う
現
実
を
目
に
映
じ
た
方
谷
は
、
道

徳
と
政
治
と
の
一
致
を
否
認
し
た
徂
徠
学
の
も
た
ら
し
た
弊
害
の
克
服

を
目
指
し
、
儒
教
（
特
に
『
心
学
』
と
し
て
の
朱
子
学
）
の
道
徳
秩
序

を
重
ん
じ
る
側
面
と
現
実
や
社
会
的
な
活
動
に
役
立
つ
側
面
は
密
接
に

結
び
つ
い
て
い
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
春
水
ら
の
主
張
を
も
吸

収
し
た
。『
大
学
』
の
再
解
釈
を
通
じ
て
、「
治
国
平
天
下
」
を
『
大
学
』

の
大
主
意
と
し
、『
大
学
』
の
根
本
を
「
誠
意
」
と
措
定
し
た
上
で
、「
誠

意
」
よ
り
「
治
国
平
天
下
」
に
至
る
「
治
国
平
天
下
」
と
い
う
こ
と
を
、

誠
意
に
基
づ
き
財
用
を
取
り
扱
う
こ
と

―
誠
意
理
財
論

―
と
、
人

を
選
び
用
い
る
こ
と
い
う
こ
と

―
誠
意
選
賢
論

―
の
二
つ
の
部
分

を
具
体
化
し
た
至
誠
奉
公
論
を
唱
え
た
。
ま
た
仁
政
あ
る
い
は
王
道
思

想
を
受
容
し
、
武
士
だ
け
で
は
な
く
武
士
層
を
支
え
て
い
る
「
下
民
」

を
含
む
天
下
の
た
め
に
「
財
」
を
生
じ
る
こ
と
と
、そ
の
生
じ
た
「
財
」

を
分
限
に
従
っ
て
武
士
と
「
下
民
」
に
分
配
し
武
士
層
が
下
民
の
利
益

を
侵
さ
な
い
こ
と
と
い
う
、
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
下
民
撫
育
論
を
も

構
築
し
た
の
で
あ
っ
た
。

註（
1
）		
井
上
哲
次
郎
『
日
本
陽
明
学
派
之
哲
学
』、（
冨
山
房
、一
九
〇
〇
年
）、

五
〇
二
頁
。

　
（
2
）		

山
田
方
谷
『
山
田
方
谷
全
集
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）（
以

そ
れ
と
の
差
異
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
方
谷
は
『
大
学
』
の
再
解
釈
と
い
う
形
を
借
り
て
、
武
士

だ
け
で
は
な
く
武
士
層
を
支
え
て
い
る
「
下
民
」
を
含
む
天
下
の
た
め

に
「
財
」
を
生
じ
る
こ
と
と
、
そ
の
生
じ
た
「
財
」
を
分
限
に
従
っ
て

武
士
と
「
下
民
」
に
分
配
し
、
特
に
武
士
層
が
下
民
の
利
益
を
侵
さ
な

い
こ
と
と
い
う
、
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
下
民
撫
育
論
を
構
築
し
た
の

で
あ
る
。お

わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
本
稿
は
思
想
史
と
中
日
儒
学
比
較
の
視
点
か
ら
、
武
士
か

つ
儒
学
者
と
し
て
の
方
谷
の
政
治
思
想
を
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
当
時

の
思
想
史
的
背
景
と
社
会
的
歴
史
条
件
と
結
び
合
わ
せ
た
上
で
、
中
国

特
有
の
家
族
制
度
や
社
会
制
度
な
ど
を
基
礎
と
し
た
孟
子
の
思
想
や
朱

子
学
や
陽
明
学
な
ど
を
含
め
た
中
国
の
儒
学
思
想
と
比
較
し
な
が
ら
分

析
を
試
み
た
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

藩
財
政
の
困
窮
を
解
決
す
る
た
め
に
、
方
谷
は
徂
徠
学
の
経
世
派
の

影
響
を
受
け
て
、
倫
理
学
に
重
き
を
置
く
朱
子
学
の
形
而
上
学
的
基
礎

た
る
『
易
経
』
を
根
拠
に
し
、
国
家
が
衰
え
た
り
盛
ん
に
な
っ
た
り
す

る
こ
と

―
国
家
発
展
の
「
古
今
之
定
理
」

―
を
大
道
と
把
握
す
る

国
家
盛
衰
治
乱
論
を
唱
え
た
。
中
国
儒
学
者
の
、
も
と
も
と
仁
人
で
あ

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
た
る
「
君
子
明
其
義
而
不
計
其
利
」
と

い
う
言
葉
を
借
り
、「
材
用
之
途
」
を
「
通
」
ず
る
の
に
必
要
な
社
会

的
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
武
士
の
職
分
と
す
る

―
「
義
」
を
「
明
」
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（
19
）		

井
上
哲
次
郎
、
蟹
江
義
丸
編
『
日
本
倫
理
彙
編
』、
第
六
巻
、「
弁
道
」、

十
五
頁
。

　
（
20
）		

井
上
哲
次
郎
、
蟹
江
義
丸
編
『
日
本
倫
理
彙
編
』
第
六
巻
、「
弁
道
」、

十
三
頁
。

　
（
21
）		

丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』、（
東
京
大
学
大
学
出
版
会
、

一
九
五
二
年
）。

　
（
22
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
擬
対
策
」、
二
一
三
頁
。

　
（
23
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
論
理
財
上
」、
一
九
七
頁
。

　
（
24
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
論
理
財
上
」、
一
九
六
頁
。

　
（
25
）		

荻
生
徂
徠
『
荻
生
徂
徠
全
集
、
第
一
巻
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三

年
）、
四
二
九
～
三
〇
頁
。

　
（
26
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
与
三
島
桐
南
書
」、
二
六
二
頁
。

　
（
27
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
古
本
大
学
講
義
」、
六
一
五
頁
。

　
（
28
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
古
本
大
学
講
義
」、
六
五
二
頁
。

　
（
29
）		

頼
祺
一
編
『
日
本
の
近
世
』
第
十
三
巻
、「
儒
学
・
国
学
・
洋
学
」、（
中

央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
三
〇
頁
。

　
（
30
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
古
本
大
学
講
義
」、
六
三
四
頁
。

　
（
31
）		

『
全
集
』
第
二
冊
、「
随
筆
」、
一
〇
八
六
頁
。

　
（
32
）		

『
全
集
』
第
二
冊
、「
随
筆
」、
一
〇
八
六
頁
。

　
（
33
）		

『
全
集
』
第
二
冊
、「
政
治
」、
一
三
四
九
頁
。

　
（
34
）		

『
全
集
』
第
二
冊
、「
政
治
」、
一
三
四
五
頁
。

　
（
35
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
古
本
大
学
講
義
」、
六
六
三
頁
。

　
（
36
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
古
本
大
学
講
義
」、
六
五
六
頁
。

　
（
37
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
古
本
大
学
講
義
」、
六
六
六
頁
。

　
（
38
）		
津
田
左
右
吉
『
津
田
左
右
吉
全
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）

第
十
八
巻
、
一
五
三
頁
。

（
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
）

下
『
全
集
』
と
略
す
）
第
一
冊
、「
古
本
大
学
講
義
」、
六
五
二
頁
。

　
（
3
）		

『
全
集
』
第
二
冊
、「
孟
子
養
気
章
或
門
図
解　

和
訳
」、
八
二
一
頁
。

　
（
4
）		
尾
藤
正
英
「
日
本
文
化
と
中
国
」（『
中
国
文
化
叢
書　

一
〇
』、
大

修
館
書
店
、
一
九
六
八
年
）。

　
（
5
）		
樋
口
公
啓
『
山
田
方
谷
の
思
想
と
藩
政
改
革
』（
明
徳
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
）、
五
六
頁
。

　
（
6
）		

相
良
享
『
近
世
日
本
に
お
け
る
儒
教
運
動
の
系
譜
』（
理
想
社
、

一
九
六
五
年
）。

　
（
7
）		

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

八
五
頁
。

　
（
8
）		

『
全
集
』
第
二
冊
、「
撫
育
及
産
業
併
鉱
山
」、
一
三
四
四
頁
。

　
（
9
）		

渡
辺
浩
『
日
本
政
治
思
想
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）

六
六
頁
。

　
（
10
）		

樋
口
公
啓
『
山
田
方
谷
の
思
想
と
藩
政
改
革
』（
明
徳
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
）、
五
九
頁
。

　
（
11
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
擬
対
策
」、
二
一
三
頁
。

　
（
12
）		

『
全
集
』
第
一
冊
、「
擬
対
策
」、
二
一
三
頁
。

　
（
13
）		

松
村
明
（
編
集
）『
大
辞
林
』（
第
三
版
）、（
三
省
堂
、二
○
○
六
年
）。

　
（
14
）		

程
顥
・
程
頤
（
北
宋
）、『
河
南
程
氏
遺
書
』
第
一
五
巻
（
上
海
古
籍

出
版
社
、
二
○
○
○
年
）。

　
（
15
）		

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』（
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
）、

二
七
頁
。

　
（
16
）		

滝
本
誠
一
（
編
）「
日
本
経
済
大
典
」、（
明
治
文
献
、
一
九
六
七
年
）、

第
九
巻
、
一
九
九
頁
。

　
（
17
）		

註
一
六
滝
本
書
第
九
巻
、
一
九
七
頁
。

　
（
18
）		

井
上
哲
次
郎
、
蟹
江
義
丸
編
『
日
本
倫
理
彙
編
』（
育
成
会
、

一
九
〇
一
―
一
九
〇
三
年
）、
第
六
巻
、「
徂
徠
先
生
答
問
書
下
」

八
十
七
―
八
頁
。


